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第２１　自立支援医療（精神障害者・児の精神通院医療）

　　　　　　　　　　　　　　　　（障害者自立支援法） 都道府県

指定都市　名

   年  表  都道府県・指定都市 平成           年度分報告

＊金額は千円単位で入力願います。（百の位の数字を四捨五入） ＊実人員

医　科 調　剤

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

（01）

記入要領

　　１　同一年度に再決定した場合は、再決定した内容により計上すること。

　　２　支払決定実人員は、同一障害者に対して同一給付について２回以上支払決定した場合でも「１」と計上すること。
　　  のべ人数ではなく実人員を計上すること。
審査要領

　　１　「支払決定」の「金額(3)(4)(5)(6)(7)」のいずれかに金額が計上されているときは　　

          (10)にも数が計上されていること。
　　２　 (1)<(2)の場合は、その理由を欄外に注記すること。

自立支援医療

給付申請件数 給付決定件数

支   払   決   定
支払決定
実人員

公費負担額(千円）　 社会保険負担額
(千円）

後期高齢者医療
負担額(千円）

自己負担額
(千円）

医　科 調　剤

レセプト件数

注記欄：

（福祉行政報告例）

統計法に基づく

一般統計調査
統計法に基づく国の

統計調査です。調査

票情報の秘密の保護

に万全を期します。
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第26　特別児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状況
（特別児童扶養手当等の支給に関する法律）

都道府県名

月分報告

前月末現在
未処理件数

認定請求書
受付件数

受給資格認定件数（月中）
却下件数
（月中）

月末現在
未処理件数

現況・所得状
（月

況届受付件数
中）

受給者 支給停止者 受給者 支給停止者
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

前月末 　月　　　中 の 異　　　動 手当 額 再認定による 月末現在数
現在数 新規認定 支給停止解除 他の都道府県 　受　　給 資　　　格 喪　　失 支給停止に 他の都道府県 　　改 定 障害区分及び

から転入 支給対象障害
児が二十歳に
達した

支給対象障害
児が死亡した

支給対象障害
児が法律に定
める障害の状
態に該当しな
くなった

受給者が死亡
した

その他 計 なった へ転出

増 減

級区分の変更

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

受給者数 (01)

支給対象 身体障害 外部障害 １級 (02)

障害児数 ２級 (03)

内部障害 １級 (04)

２級 (05)

精神障害 知的障害のみ １級 (06)

２級 (07)

１級 (08)

平成  　　　　年

知的障害及び
障

統計法に基づく
一般統計調査

福祉行政報告例

統計法に基づく国の

統計調査です。調査

票情報の秘密の保護

に万全を期します。

２級 (09)

１級 (10)

２級 (11)

重複障害 １級 (12)

２級 (13)

計 １級 (14)

２級 (15)

支給 本人所得 (16)

停止者数 扶養義務者等所得 (17)

支給停止 １級 (18)

障害児数 ２級 (19)

知的障害以外
の精神障害

知的障害以外
の精神障害の
み
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(児童福祉法）

年  都道府県・指定都市・中核市 名

平成 年度報告分

　
　

（
再
　
　
掲

）

家
庭
裁
判
所
送
致

法
第
2
7
条
の
３
に
よ
る

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

児 童 虐 待 相 談 (01)

そ の 他 の 相 談 (02)

(03)

肢 体 不 自 由 相 談 (04)

視 聴 覚 障 害 相 談 (05)

言語発達障害等相談 (06)

重 症 心身障害相談 (07)

知 的 障 害 相 談 (08)

自 閉 症 等 相 談 (09)

ぐ 犯 行 為 等 相 談 (10)

触 法 行 為 等 相 談 (11)

性 格 行 動 相 談 (12)

不 登 校 相 談 (13)

適 性 相 談 (14)

育 児 ・ し つ け 相 談 (15)

(16)

(17)

児 童 虐 待 相 談 (18)

そ の 他 の 相 談 (19)

(20)

肢 体 不 自 由 相 談 (21)

視 聴 覚 障 害 相 談 (22)

言語発達障害等相談 (23)

重 症 心身障害相談 (24)

知 的 障 害 相 談 (25)

自 閉 症 等 相 談 (26)

ぐ 犯 行 為 等 相 談 (27)

触 法 行 為 等 相 談 (28)

性 格 行 動 相 談 (29)

不 登 校 相 談 (30)

適 性 相 談 (31)

育 児 ・ し つ け 相 談 (32)

(33)

(34)

い じ め 相 談 (35)

児童買春等被害相談 (36)

い じ め 相 談 (37)

児童買春等被害相談 (38)

指

定

医

療

機

関

委

託

里

親

委

託

面接指導 児

童

福

祉

司

指

導

児

童

委

員

指

導

指

導

・

指

導

委

託

児

童

家

庭

支

援

セ

ン

タ

ー

会
福
祉
主
事
指
導
を
含
む

。

）

（
知

的

障

害

者

福

祉

司

・

社

福

祉

事

務

所

送

致

又

は

通

知

児

童

相

談

所

送

致

他

機

関

あ

っ

せ

ん

入

所

通

所

社

会

福

祉

主

事

指

導

知

的

障

害

者

福

祉

司

・

係
る
都
道
府
県
知
事
へ
の
報
告

助
産
又
は
母
子
保
護
の
実
施
に

訓

戒

・

誓

約

児童福祉施設

市町村 再 掲

第45　児童相談種類別対応件数

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

対応件数（年度中）

市町村

養 護
相 談

保 健 相 談

障 害
相 談

非 行
相 談

育成相談

そ の 他 の 相 談

計

児 童
相談所

養 護
相 談

保 健 相 談

未

対

応

件

数

（
年

度

末

現

在

）

計

施

設

入

所

待

機

（
再

掲

）

施

設

入

所

待

機

（
再

掲

）

児 童
相談所

再 掲

障 害
相 談

非 行
相 談

育成相談

そ の 他 の 相 談

計

に

よ

る

家

庭

裁

判

所

送

致

法

第

2
7

条

第

１

項

第

４

号

利

用

契

約

障

害

児

入

所

施

設

等

へ

の

そ

の

他

助

言

指

導

継

続

指

導

（福祉行政報告

統計法に基づく

一般統計調査

統計法に基づく国の

統計調査です。調査

票情報の秘密の保護

に万全を期します。
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年  都道府県・指定都市・中核市

都道府県
指定都市
中 核 市

名

平成　　　　　 　　年度分報告

（措置停止・措置中の調査・診断・指導）

児 童 福 祉 施 設 (01)

指 定 医 療 機 関
(02)

里 親 (03)

（措置解除）

障害 非行 育成 保健・その他

児童虐待 その他

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

家 庭 復 帰 (04)

社 会 的 自 立 (05)

そ の 他 (06)

第46　児童相談所における措置停止・措置中等の調査・診断・指導・措置解除

(1) (2)

相談種類

養護

(児童福祉法）

措置停止 調査・診断・指導

障 害 者 支 援 施 設

（福祉行政報告例）

統計法に基づく

一般統計調査

統計法に基づく

国の統計調査で

す。調査票情報

の秘密の保護に

万全を期します。
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　第49　児童相談所における養護相談の理由別対応件数

　　　　　　　　（児童福祉法・児童虐待の防止等に関する法律） 都道府県
指定都市　名

年  都道府県・指定都市・中核市 中核市
平成　　 年度分報告

１（養護相談の理由）

家出 傷病

(失踪を含む) 死　　亡 離　　婚 (入院を含む) 虐待 その他

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(01)

(02)

(03)

(04)

「虐待(5)」の再掲
（1）（｢児童福祉施設に入所(01)｣の内訳）

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(05)

（2）（虐待相談の相談種別・経路）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

（3）（虐待相談の主な虐待者）

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(11)

（4）（被虐待者の年齢・相談種別）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

（5）(児童虐待防止法関係)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

　　　件　　　　　数 (18)

２（親権・後見人関係） ３（家庭裁判所勧告関係）

(1) (2) (3) (4) (1)

(19) (21)

(20)

児童福祉施設に入所

家 族 環 境
そ の 他 計

里 親 委 託

面 接 指 導

そ の 他

児童福祉施設に入所

計そ の 他
児童擁護施

設
乳 児 院

児童自立支

援

情緒障害児

短

福

祉

事

務

所

そ

の

他

福

祉

事

務

所

児

童

委

員

保

健

セ

ン

タ
ー

そ

の

他

保

育

所

児

童

福

祉

施

設

指

定

医

療

機

関

児 童 福 祉 施 設 ･ 指 定 医 療 機 関 セ

ン

タ

ー

児

童

家

庭

支

援

警

察

等

家

庭

裁

判

所

保

健

所

医

療

機

関

保健所及び医療機関

幼

稚

園

学

校

教

育

委

員

会

等

学 校 等 里

親

の

仲

介

を

含

む

)

児

童

委

員

(

通

告

父

親

母

親

そ

の

他

父

親

母

親

そ

の

他

虐 待 者 本 人 虐 待 者 以 外

家 族 親

戚

近

隣

・

知

人

児

童

本

人

そ

の

他

都道府県 ・ 指定都市 ・ 中核市 市 町 村

身 体 的 虐 待

性 的 虐 待

心 理 的 虐 待

保護の怠慢・拒否
(ネグレクト)

計

相 談 件 数

実 父
実父以外の

父 親
実 母

実母以外の

母 親
そ の 他 計

0 ～ 3 歳 未 満

3 ～ 学 齢 前 児 童

小 学 生

中 学 生

高 校 生 ・ そ の 他

計

身体的虐待 性 的 虐 待 心理的虐待
保護の怠慢･

拒否(ネグレクト) 計

安 全 確 認 出 頭 要 求

法 第 2 8 条 第 1

項 第 1 号 ･ 2 号

に よ る 措 置

親 権 喪 失 等

審 判 の 請 求

後見人選任

の 請 求

後見人解任

の 請 求

請 求 件 数

承 認 件 数

立 入 調 査 再出頭要求 臨検・捜索 援 助 要 請
保 護 者

指 導 勧 告

一時保護・

施設措置等
面 会 制 限 通 信 制 限

住 所 情 報

の 制 限

接近禁止命

令

計

保

健

セ

ン

タ
ー

児

童

相

談

所

棄 児

（ 再 掲 ）
置き去り児童

( 再 掲 ）

親 権 喪 失

等 審 判
全 部 制 限

件 数

家庭裁判所

勧 告

（福祉行政報告例）

統計法に基づく

一般統計調査

統計法に基づく国の

統計調査です。調査

票情報の秘密の保護

に万全を期します。
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